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(57)【要約】
【課題】ユーザの満足度を向上させること。
【解決手段】多面体照明装置（１）は、透光性を有する
複数の面で構成された多面体形状の外郭部（１０）と、
外郭部（１０）の面ごとに設けられた発光ユニットと、
外郭部の全面（１１～１６）の点灯と一部の面の点灯と
の双方を可能とするために、発光ユニットを個別に制御
する発光制御手段とを備える。
【選択図】図１



(2) JP 2016-219132 A 2016.12.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する複数の面で構成された多面体形状の外郭部と、
　前記外郭部の面ごとに設けられた発光ユニットと、
　前記外郭部の全面の点灯と一部の面の点灯との双方を可能とするために、前記発光ユニ
ットを個別に制御する発光制御手段とを備える、多面体照明装置。
【請求項２】
　ユーザが指示を入力するための指示入力手段をさらに備え、
　前記発光制御手段は、前記指示入力手段に入力された指示に基づいて操作対象面および
操作内容を判定し、前記操作対象面に対応する発光ユニットを前記操作内容に応じて発光
させる、請求項１に記載の多面体照明装置。
【請求項３】
　前記指示入力手段は、前記外郭部の前記複数の面それぞれへの接触を検知するための複
数のタッチセンサを含み、
　前記発光制御手段は、前記タッチセンサからの出力信号に基づいて、前記操作対象面お
よび前記操作内容を判定する、請求項２に記載の多面体照明装置。
【請求項４】
　前記発光制御手段は、所定時間以上連続して前記外郭部の１つまたは複数の面への接触
が検知された場合には、前記外郭部の全面を前記操作対象面として判定する、請求項３に
記載の多面体照明装置。
【請求項５】
　前記発光制御手段は、前記操作対象面への接触回数に応じて、前記発光ユニットの輝度
および発光色の少なくとも一方の変更制御を行う、請求項３または４に記載の多面体照明
装置。
【請求項６】
　前記指示入力手段は、音声を入力する音声入力部を含み、
　当該多面体照明装置は、前記外郭部の各面を識別するための識別情報に対応付けて、各
面を指示するためのフレーズを記憶する記憶手段と、前記音声入力部に入力された音声を
認識する音声認識手段とをさらに備え、
　前記発光制御手段は、前記音声認識手段によりフレーズが認識された場合、当該認識結
果に応じて前記操作対象面および前記操作内容を判定する、請求項２～５のいずれかに記
載の多面体照明装置。
【請求項７】
　前記指示入力手段は、音声を入力する音声入力部を含み、
　当該多面体照明装置は、前記外郭部の各面を識別するための識別情報に対応付けて、照
射方向を指示するためのフレーズと、音声の入力方向との組み合わせを記憶する記憶手段
と、前記音声入力部に入力された音声と音声の入力方向とを認識する方向認識手段をさら
に備え、
　前記発光制御手段は、前記方向認識手段によりフレーズおよび入力方向が認識された場
合、当該認識結果に応じて前記操作対象面および前記操作内容を判定する、請求項２～５
のいずれかに記載の多面体照明装置。
【請求項８】
　部屋内の状態を検知する検知手段をさらに備え、
　前記発光制御手段は、前記検知手段の検知結果に応じて、前記発光ユニットの輝度およ
び発光色の少なくとも一方を変更する、請求項１～７のいずれかに記載の多面体照明装置
。
【請求項９】
　時間を計測する計時手段をさらに備え、
　前記発光制御手段は、前記計時手段が計測した時間に応じて、前記発光ユニットの発光
制御を行う、請求項１～８のいずれかに記載の多面体照明装置。
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【請求項１０】
　前記発光制御手段は、手動制御モードおよび自動制御モードで動作可能であり、
　当該多面体照明装置は、ユーザがモードを選択可能とするための操作手段をさらに備え
る、請求項８または９に記載の多面体照明装置。
【請求項１１】
　前記各発光ユニットは、その表面が前記外郭部の各面を構成する発光パネル部に組み込
まれている、請求項１～１０のいずれかに記載の多面体照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多面体照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、多面体形状の照明装置が提案されている。たとえば、特開２０１３－１４３
３９７号公報（特許文献１）には、多面体を形成する各面にＬＥＤ（Light Emitting Dio
de）チップを配置した照明装置が開示されている。
【０００３】
　また、特開２０１３－２０８９７号公報（特許文献２）には、光源を内蔵する筐体が多
面体により構成された照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１４３３９７号公報
【特許文献２】特開２０１３－２０８９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、ＬＥＤを発光源としても広指向性の照明を可能とするために、多面体
形状が利用されている。しかしながら、特許文献１の照明装置では、全方向への照射がで
きるものの、スポット照射のように、部屋の一部のエリアだけを照らしたりすることがで
きない。
【０００６】
　これに対し、特許文献２の照明装置は、多面体のうちの一部が透光性を有する部材で形
成されており、被設置体に接する面体を他の面体に切り替えることで、照射方向を変更可
能としている。しかしながら、多面体の一部のみが透光性を有していることから、全方向
への照射ができず、また、照射方向を変更するためにはユーザが照明装置を手動で動かさ
なくてはならない。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、ユ
ーザの満足度を向上させることのできる多面体照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明のある局面に従う多面体照明装置は、透光性を有する複数の面で構成された多
面体形状の外郭部と、外郭部の面ごとに設けられた発光ユニットと、外郭部の全面の点灯
と一部の面の点灯との双方を可能とするために、発光ユニットを個別に制御する発光制御
手段とを備える。
【０００９】
　好ましくは、多面体照明装置は、ユーザが指示を入力するための指示入力手段をさらに
備える。この場合、発光制御手段は、指示入力手段に入力された指示に基づいて操作対象
面および操作内容を判定し、操作対象面に対応する発光ユニットを操作内容に応じて発光
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させる。
【００１０】
　好ましくは、指示入力手段は、外郭部の複数の面それぞれへの接触を検知するための複
数のタッチセンサを含み、発光制御手段は、タッチセンサからの出力信号に基づいて、操
作対象面および操作内容を判定する。
【００１１】
　発光制御手段は、所定時間以上連続して外郭部の１つまたは複数の面への接触が検知さ
れた場合には、外郭部の全面を操作対象面として判定することが望ましい。
【００１２】
　また、発光制御手段は、操作対象面への接触回数に応じて、発光ユニットの輝度および
発光色の少なくとも一方の変更制御を行うことが望ましい。
【００１３】
　好ましくは、指示入力手段は、音声を入力する音声入力部を含み、当該多面体照明装置
は、外郭部の各面を識別するための識別情報に対応付けて、各面を指示するためのフレー
ズを記憶する記憶手段と、音声入力部に入力された音声を認識する音声認識手段とをさら
に備える。この場合、発光制御手段は、音声認識手段によりフレーズが認識された場合に
、当該認識結果に応じて操作対象面および操作内容を判定することが望ましい。
【００１４】
　あるいは、指示入力手段は、音声を入力する音声入力部を含み、当該多面体照明装置は
、外郭部の各面を識別するための識別情報に対応付けて、照射方向を指示するためのフレ
ーズと、音声の入力方向との組み合わせを記憶する記憶手段と、音声入力部に入力された
音声と音声の入力方向とを認識する方向認識手段とをさらに備える。この場合、発光制御
手段は、方向認識手段によりフレーズおよび入力方向が認識された場合に、当該認識結果
に応じて操作対象面および操作内容を判定することが望ましい。
【００１５】
　好ましくは、多面体照明装置は、部屋内の状態を検知する検知手段をさらに備え、発光
制御手段は、検知手段の検知結果に応じて、発光ユニットの輝度および発光色の少なくと
も一方を変更する。
【００１６】
　好ましくは、時間を計測する計時手段をさらに備え、発光制御手段は、計時手段が計測
した時間に応じて、発光ユニットの発光制御を行う。
【００１７】
　発光制御手段が手動制御モードおよび自動制御モードで動作可能である場合、多面体照
明装置は、ユーザがモードを選択可能とするための操作手段をさらに備えることが望まし
い。
【００１８】
　好ましくは、各発光ユニットは、その表面が外郭部の各面を構成する発光パネル部に組
み込まれている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ユーザの満足度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の各実施の形態に係る多面体照明装置の外観例を示す図である。
【図２】本発明の各実施の形態に係る多面体照明装置の各面を構成する発光パネル部を模
式的に示した分解斜視図である。
【図３】本発明の各実施の形態に係る多面体照明装置の機能構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態１において、記憶部に格納されるデータテーブルの構造例を
示す図である。
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【図５】本発明の実施の形態１において、タッチ操作による照明処理のメインルーチンを
示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態１において、音声認識による照明処理のメインルーチンを示
すフローチャートである。
【図７】本発明の各実施の形態において、発光制御部が実行する発光制御の流れを示すフ
ローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態１において、音声認識の場合の発光制御について概念的に示
す図である。
【図９】本発明の実施の形態３において、方向認識による照明処理のメインルーチンを示
すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態３において、方向認識の場合の発光制御について概念的に
示す図である。
【図１１】多面体照明装置の他の外観例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２２】
　＜実施の形態１＞
　（構成について）
　はじめに、図１を参照して、本実施の形態に係る多面体照明装置（以下「照明装置」と
略す）１の外観例について説明する。照明装置１は、多面体形状の外郭部１０を備えてい
る。照明装置１は、たとえば部屋の床面や机上に設置するスタンドタイプであり、装置本
体の外郭部１０から下方に延びる脚部９１と、脚部９１の下端に設けられた土台部９２と
をさらに備えていてもよい。なお、図１において矢印Ａ１で示す方向が照明装置１の正面
方向であり、矢印Ａ２で示す方向が照明装置１の右方向であると仮定する。
【００２３】
　本実施の形態では、外郭部１０の形状は正六面体形状であり、外郭部１０は、６つの発
光パネル部１１～１６が組み合わされることによって構成されている。すなわち、発光パ
ネル部１１の表面が外郭部１０の上面を構成し、発光パネル部１２の表面が外郭部１０の
下面を構成する。また、発光パネル部１３の表面が外郭部１０の正面（前側面）を構成し
、発光パネル部１５の表面が外郭部１０の背面（後側面）を構成する。発光パネル部１４
の表面が外郭部１０の左側面を構成し、発光パネル部１６の表面が外郭部１０の右側面を
構成する。
【００２４】
　なお、各発光パネル部は、たとえばベゼルなどの枠体１７によって保持されており、互
いに隣接する枠体１７同士が接合されているものとする。
【００２５】
　発光パネル部１１～１６は、それぞれ、発光体であるＬＥＤユニットを内蔵している。
各ＬＥＤユニットは、輝度および発光色を変更可能な複数のＬＥＤチップで構成されてい
る。ＬＥＤユニットの光は、円錐形状に拡散し、その照射角度は１２０度程度である。各
発光パネル部の構成例については、図２を参照して説明する。図２には、代表的に、上面
の発光パネル部１１の構成例が示されているが、他の発光パネル部の構成も同様であるも
のとする。
【００２６】
　発光パネル部１１は、基板１１ａと、基板１１ａの上面に設置されたＬＥＤユニット２
１と、基板１１ａ上に重ねられた、透光性を有するパネル１１ｂとを含む。このように、
ＬＥＤユニット２１は、部屋空間に面し、外郭部１０の１つの表面を構成するパネル１１
ｂの裏面側に配置されている。ＬＥＤユニット２１が発光する光はパネル１１ｂを通過す
るため、ＬＥＤユニット２１の発光によって発光パネル部１１の表面から光が照射される
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。なお、ＬＥＤユニット２１は、自身の発光によりパネル１１ｂのほぼ全体が照らされる
ように発光パネル部１１に組み込まれていればよく、たとえば、ＬＥＤユニット２１はパ
ネル１１ｂの側面に沿って配置されていてもよい。
【００２７】
　次に、図３を参照して、照明装置１の機能構成例について説明する。
【００２８】
　図３に示されるように、本実施の形態に係る照明装置１は、ＬＥＤユニット２１～２６
と、タッチセンサ３１～３６と、操作部４１と、音声入力部４４と、各部を制御する制御
装置５０とを備えている。なお、本実施の形態において、図３に示した照度センサ４２お
よび人感センサ４３は照明装置１に含まれなくてもよい。
【００２９】
　ＬＥＤユニット２１～２６は、外郭部１０の六面それぞれに対して設けられている。つ
まり、外郭部１０の面の個数をｎ個とすると、ＬＥＤユニットの個数はｎ個である。本実
施の形態では外郭部１０が正六面体形状であるため、照明装置１におけるスポット照射の
向き（照射方向）は９０度単位で変更可能である。スポット照射とは、外郭部１０の全面
のうち一部の面（ｎ個未満の面）のみ点灯することをいう。
【００３０】
　タッチセンサ３１～３６は、それぞれ、発光パネル部１１～１６の表面へのタッチ操作
（接触）を検知する。外郭部１０の面の個数をｎ個とすると、タッチセンサの個数もｎ個
である。各タッチセンサは、たとえば、圧力センサまたは温度センサにより構成される。
図２に示した発光パネル部１１を例にすると、タッチセンサ３１は、パネル１１ｂの裏面
側に設けられてよい。
【００３１】
　操作部４１は、たとえば図１に示すように土台部９２に設けられ、電源ボタンなど複数
のボタンを含んでいてもよい。
【００３２】
　音声入力部４４は、音声を入力し、入力した音声を音声信号に変換して出力する。音声
入力部４４は、マイクであり、たとえば図１に示した枠体１７に設けられる。
【００３３】
　本実施の形態では、タッチセンサ３１～３６および音声入力部４４を介してユーザから
の指示が入力される。すなわち、タッチセンサ３１～３６および音声入力部４４は、ユー
ザが指示を入力するための指示入力手段として機能する。
【００３４】
　制御装置５０は、発光制御部５１と、記憶部５２と、計時部５３と、音声認識部５４と
を含む。発光制御部５１は、たとえばマイコン（マイクロコンピュータ）により構成され
る。記憶部５２は、各種プログラムおよびデータを記憶する不揮発性のメモリである。計
時部５３は、計時動作を行う。計時部５３は、時分を計測するクロックであってもよいし
、タイマであってもよい。
【００３５】
　音声認識部５４は、音声入力部４４から出力された音声信号に基づき、発話音声を認識
する。たとえばＨＭＭ（Hidden Markov Model）を用いた孤立単語方式によって、ユーザ
が発話したフレーズを認識する。音声認識部５４は、スタンドアロンで動作し、雑音環境
下においても音声を認識することができる。
【００３６】
　発光制御部５１は、上記した各機能部と電気的に接続されている。本実施の形態では、
発光制御部５１は、外郭部１０の全面の点灯と一部の面の点灯との双方を可能とするため
に、ＬＥＤユニット２１～２６を個別に制御する。具体的には、発光制御部５１は、指示
入力手段に入力された指示に基づいて、ＬＥＤユニット２１～２６の全てまたは一部を発
光（または発光停止）させる。より具体的には、タッチセンサ３１～３６からの出力信号
、および、音声認識部５４による音声認識結果に応じて操作対象面および操作内容を判定
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し、操作対象面に対応するＬＥＤユニットを操作内容に応じて発光させる。
【００３７】
　記憶部５２には、たとえば図４に示すようなデータテーブル６０が予め格納されている
。データテーブル６０には、発光パネル部１１～１６の識別コード（a001～a006）それぞ
れに対応付けて、タッチセンサ３１～３６の識別コード（b001～b006）が記録されている
。また、発光パネル部１１～１６の識別コード（a001～a006）それぞれに対応付けて、発
光面を指示するためのフレーズが記録されている。
【００３８】
　たとえば、発光面を指示するフレーズは、発光面の名称、たとえば「パネル１，２，…
，６」などであってもよいし、照射方向「上、下、前、左、後ろ、右、全面」などであっ
てもよい。
【００３９】
　（動作について）
　次に、本実施の形態に係る照明装置１の動作について説明する。
【００４０】
　発光制御部５１は、タッチ操作による照明処理と、音声認識による照明処理とを独立し
て行う。図５は、タッチ操作による照明処理のメインルーチンを示すフローチャートであ
り、図６は、音声認識による照明処理のメインルーチンを示すフローチャートである。
【００４１】
　・タッチ操作による照明処理
　図５を参照して、各タッチセンサは、パネル表面への接触（たとえば押下）の有無を判
断する。タッチセンサ３１～３６のうちの少なくとも１つが、パネル表面への接触を検知
した場合（ステップＳ２にて「有」）、発光制御部５１は、接触を検知したタッチセンサ
の識別コードを内部メモリに一時記録し、発光パネル部１１～１６の発光制御を実行する
（ステップＳ４）。発光制御については、図７にサブルーチンを挙げて説明する。
【００４２】
　図７を参照して、発光制御部５１は、まず、直前のユーザ指示の結果を読み込む（ステ
ップＳ３２）。ここでは、押下を検知したタッチセンサの識別コードが読み込まれる。
【００４３】
　続いて、読み込んだ結果から、操作対象パネル（操作対象面）を算出する（ステップＳ
３４）。すなわち、図４のデータテーブル６０を参照して、読み込まれたタッチセンサの
識別コードに対応する発光パネル部の識別コード（以下「パネルコード」という）を抽出
する。これにより、操作対象の発光パネル部が判定される。
【００４４】
　操作対象パネルが判定されると、発光制御部５１は、操作内容を算出する（ステップＳ
３６）。たとえば内部メモリには、パネルコードごとに、点灯中であるか非点灯であるか
を示す点灯情報が一時記録されている。点灯情報としては、たとえば、点灯中であれば「
１」、非点灯であれば「０」が記憶される。この場合、発光制御部５１は、操作対象パネ
ルの点灯情報が「０」（非点灯）であれば、操作内容は「点灯」と判定する。反対に、操
作対象パネルの点灯情報が「１」（点灯中）であれば、操作内容は「消灯」と判定する。
【００４５】
　その後、発光制御部５１は、操作対象パネルに対し、判定された操作内容に応じてＬＥ
Ｄユニット２１～２６の発光制御を実行する（ステップＳ３８）。つまり、ステップＳ３
４で算出された操作対象パネルのＬＥＤユニットに対し、発光を指示したり、発光停止を
指示したりする。
【００４６】
　なお、タッチ操作の場合、外郭部１０の全面の同時点灯（または消灯）は、たとえば、
六面のうち１または複数の面が長押しされた場合に実行されてもよい。すなわち、発光制
御部５１は、所定時間（たとえば１秒）以上連続して任意の面への接触が検知された場合
に、外郭部１０の全面を操作対象パネルとして判定してもよい。
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【００４７】
　なお、発光制御部５１は、操作対象パネルの点灯情報が「１」（点灯中）である場合、
その操作対象パネルをすぐに消灯するのではなく、操作対象パネルへの接触回数に応じて
、ＬＥＤユニットの輝度および発光色の少なくとも一方を変更してもよい。つまり、操作
対象パネルの照度および色合いが、接触回数に応じて変更されてもよい。たとえば、輝度
および発光色が２種類ずつ変更可能である場合、接触回数に応じて、発光制御部５１は、
輝度１・色１（点灯）→輝度２・色１→輝度１・色２→輝度２・色２→消灯、としてもよ
い。
【００４８】
　・音声認識による照明処理
　図６を参照して、音声入力部４４がユーザの音声を入力すると（ステップＳ１０）、音
声認識部５４は、公知の音声認識処理を実行する。音声認識部５４が、予め登録されたフ
レーズを認識した場合（ステップＳ１２にて「有」）、発光制御部５１は、音声認識部５
４で認識されたフレーズを内部メモリに一時記録し、発光パネル部１１～１６の発光制御
を実行する（ステップＳ１４）。音声認識による発光制御についても、図７を参照しなが
ら説明する。
【００４９】
　なお、本実施の形態では、操作対象の発光パネル部を指示するためのフレーズだけでな
く、その発光パネル部の操作内容を指示するためのフレーズも音声入力されるものとする
。操作内容を指示するフレーズのうち、点灯を示すフレーズとしては「点灯、オン」など
、消灯を示すフレーズとしては「消灯、オフ」などが挙げられる。また、照度（輝度）を
示すフレーズとしては、「明るく、暗く」などが挙げられる。また、色合い（発光色）を
示すフレーズとしては、「赤、青、黄色、白」などが挙げられる。あるいは、照明の目的
「食事、団らん、娯楽、読書」などのフレーズも認識可能とし、それぞれのフレーズに対
応する輝度および／または発光色を予め定めておいてもよい。
【００５０】
　図７を参照して、発光制御部５１は、まず、音声認識部５４の認識結果（フレーズ）を
読み込み（ステップＳ３２）、読み込んだ結果から、操作対象パネルを算出する（ステッ
プＳ３４）。すなわち、図４のデータテーブル６０を参照して、読み込まれたフレーズに
対応する操作対象パネルの識別コードを抽出する。これにより、操作対象の発光パネル部
が判定される。
【００５１】
　操作対象パネルが判定されると、発光制御部５１は、操作内容を指示するフレーズに基
づき、操作内容を判定する（ステップＳ３６）。次に、発光制御部５１は、操作対象パネ
ルに対し、判定された操作内容に応じてＬＥＤユニット２１～２６の発光制御を行う（ス
テップＳ３８）。
【００５２】
　音声認識の場合の発光制御については、図８の概念図を参照して具体的に説明する。な
お、図８では、発光パネル部１１～１６をそれぞれ「パネル１～６」として示している。
また、点灯状態の発光パネル部をハッチングで示している。
【００５３】
　音声認識部５４において「全面、点灯」という２フレーズが認識されたと仮定する。そ
の場合、図８（ａ）に示されるように、発光制御部５１は、全ての発光パネル部１１～１
６を点灯する。この場合、照明装置１によって全方向（周囲３６０度）照射されるため、
部屋全体を明るくすることができる。
【００５４】
　音声認識部５４において「パネル１、パネル２、点灯」または「上、下、点灯」という
３フレーズが認識されたとする。その場合、図８（ｂ）に示されるように、発光制御部５
１は、発光パネル部１１，１２のみ点灯する。この場合、照明装置１によってスポット照
射されるため、部屋内の一部のエリアだけを明るくすることができる。
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【００５５】
　また、全ての発光パネル部１１～１６が点灯された状態（図８（ａ）の状態）で、音声
認識部５４において「上、下、スポット点灯」という３フレーズが認識されたとする。こ
の場合、図８（ｃ）に示されるように、発光制御部５１は、発光パネル部１１，１２のみ
高照度で点灯し、他の発光パネル部１３～１６を低照度で点灯してもよい。図８（ｃ）に
は、照度の低い発光パネル部を一点鎖線のハッチングで示している。このように、照明装
置１によれば、部屋全体の照明を暗くしながら、手元だけを明るくすることもできる。
【００５６】
　本実施の形態では、輝度または発光色の変更は、点灯中の発光パネル部に対して行うこ
とができる。このとき、各フレーズの前に「徐々に」という言葉が入力された場合には、
徐々に輝度または発光色を変えることとしてもよい。
【００５７】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ユーザは、タッチ操作または音声によっ
て、正六面体形状の外郭部１０全面を点灯させたり、外郭部１０の一部の面のみを点灯さ
せたりすることができる。また、点灯面（操作対象面）の照度または色合いも変更するこ
ともできる。そのため、ユーザは、状況に応じて、照明装置１を、部屋全体の照明手段と
して使用することも、ムードライトとして使用することもできる。
【００５８】
　また、タッチ操作と音声による操作の両方が可能であるため、ユーザが照明装置１から
離れていても、近くにいても、所望の面を点灯させることができる。
【００５９】
　なお、本実施の形態では、発光面を指示する音声（パネル１、全面、など）と操作内容
を指示する音声（点灯、消灯、など）とが別個のフレーズとして認識されることとしたが
、これらが１フレーズとして認識されるようにしてもよい。この場合、図４に示したよう
なデータテーブルに、たとえば「全面点灯」といった各フレーズに関連付けて、操作対象
パネルのパネルコードと操作内容とを予め記憶させておけばよい。輝度または発光色の変
更を指示する音声（明るく、赤、など）とその変更度合（徐々に、など）を指示する音声
の認識においても同様である。
【００６０】
　また、操作部４１に含まれる複数のボタンをユーザが選択することにより、操作対象パ
ネルおよび操作内容が判定されてもよい。つまり、操作部４１もまた、指示入力手段に含
まれてもよい。
【００６１】
　＜実施の形態２＞
　上記実施の形態１では、ＬＥＤユニット２１～２６の輝度または発光色、すなわち発光
パネル部１１～１６の照度または色合いは、ユーザの指示に応じて変更可能であった。こ
れに対し、本実施の形態では、ＬＥＤユニット２１～２６の輝度または発光色の少なくと
も一方は、自動で変更することができる。以下に、実施の形態１との相違点のみ詳細に説
明する。
【００６２】
　本実施の形態に係る照明装置１は、部屋内の状態を検知する検知手段として、たとえば
図３に示される照度センサ４２および人感センサ４３をさらに備えている。
【００６３】
　照度センサ４２は、照明装置１が設置された部屋内の明るさを検知する。人感センサ４
３は、たとえば赤外線により人の存在を感知する。照度センサ４２および人感センサ４３
は、たとえば、外郭部１０の枠体１７に設けられる。この場合、発光制御部５１は、照度
センサ４２または人感センサ４３からの出力信号に基づいて、点灯中の発光パネル部の輝
度および色合いの少なくとも一方を制御する。
【００６４】
　また、発光制御部５１は、計時部５３が計測する時間に基づき、時間帯（朝、昼、夜）
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に応じて、点灯中の発光パネル部の輝度および色合いの少なくとも一方を制御してもよい
。
【００６５】
　本実施の形態では、記憶部５２に、照度、人の有無、および時間帯に対応する輝度およ
び発光色の情報が予め記憶されている。発光制御部５１は、照度センサ４２による検知結
果、人感センサ４３による感知結果、または、現在の時間帯と、記憶部５２に記憶された
これらの情報とを照合させて、ＬＥＤユニットの輝度および発光色の少なくとも一方を変
更する。
【００６６】
　このように、点灯面の照度および色合いの少なくとも一方が、部屋内の状態（人の有無
、明るさ）や生体リズムに応じて、自動的に変更されるため、ユーザは部屋内で快適に過
ごすことができる。なお、いずれの手段を用いて点灯面の照度および色合いを変更するか
については、ユーザが設定できてもよい。つまり、操作部４１に、点灯面の照度および色
合いの変更基準（部屋の照度、人の存在の有無、時間帯）を選択するための基準選択ボタ
ンが含まれていてもよい。
【００６７】
　また、操作部４１は、自動制御モードと手動制御モードとを選択するためのモード選択
ボタンを含んでいることが望ましい。この場合、手動制御モードが選択された場合、実施
の形態１の制御が実行され、自動制御モードが選択された場合、本実施の形態の制御が実
行される。
【００６８】
　また、発光制御部５１は、時間帯に応じて、発光パネル部１１～１６の点灯および消灯
の自動制御を行ってもよい。つまり、発光制御部５１は、時間帯に応じて、操作対象パネ
ルおよび操作内容の判定を行ってもよい。操作内容のうち、ＬＥＤユニットの輝度および
発光色の判定は、照度センサ４２の検知結果や人感センサ４３の感知結果と組み合わせて
行ってもよい。
【００６９】
　なお、部屋内の状態を検知する検知手段は、照度センサ４２および人感センサ４３のう
ちの一方のみを含んでいてもよい。あるいは、他のセンサ等によって実現されてもよい。
【００７０】
　＜実施の形態３＞
　上記実施の形態１では、音声認識による照明処理の場合、音声認識結果（フレーズ）を
そのまま発光制御に用いた。これに対し、本実施の形態では、方向認識を組み合わせて発
光制御を行う。以下に、実施の形態１との相違点のみ詳細に説明する。
【００７１】
　本実施の形態では、制御装置５０は、実施の形態１に示した音声認識部５４に代えて音
声認識部５４Ａ（図３）を含む。音声認識部５４Ａは、方向認識機能も有しており、音声
エネルギーを抽出することで音声の入力方向を認識することができる。すなわち、音声認
識部５４Ａは方向認識手段として機能する。そのため、音声認識部５４Ａを方向認識部５
４Ａと読み替えてもよい。なお、本実施の形態では、音声入力部４４が複数のマイクを有
しているものとする。
【００７２】
　音声認識部５４Ａは、照射方向を指示するための複数のフレーズが認識可能である。こ
の場合、記憶部５２には、たとえば、各パネルコードに対応付けて、照射方向を指示する
ためのフレーズと、音声の入力方向との組み合わせが記憶されているものとする。
【００７３】
　方向認識による照明処理について、図９のフローチャートを参照して説明する。音声入
力部４４がユーザの音声を入力すると（ステップＳ２０）、音声認識部５４Ａは、公知の
音声認識処理を実行するとともに、音声の入力方向を認識する。音声認識部５４Ａが、予
め登録されたフレーズを認識し、かつ、音声の入力方向を認識した場合（ステップＳ２２



(11) JP 2016-219132 A 2016.12.22

10

20

30

40

50

にて「有」）、発光制御部５１は、音声認識部５４Ａで認識されたフレーズと入力方向を
示す情報とを内部メモリに一時記録し、発光パネル部１１～１６の発光制御を実行する（
ステップＳ２４）。入力方向を示す情報は、たとえば、外郭部１０の内部から見て音声の
入力方向に存在する発光パネル部（つまり、音声の発生源に最も近い発光パネル部）のパ
ネルコードであってよい。
【００７４】
　方向認識による発光制御については、図１０の概念図を参照しながら説明する。図１０
（ａ）に示されるように、音声認識部５４Ａにおいて、発光パネル部１６の方から音声が
入力されたと判断されたと仮定する。この場合、「こっち、点灯」というフレーズが認識
されたとすると、図１０（ｂ）に示されるように、発光制御部５１は、音声の入力方向に
存在する発光パネル部１６を点灯させる。また、発光パネル部１６に隣接する発光パネル
部も点灯してもよい。なお、ここでは、基準の発光パネル部１６の左右に隣接する発光パ
ネル部１３，１５を点灯させた例を示しているが、これらに代えて／加えて、基準の発光
パネル部１６の上下に隣接する発光パネル部１１，１２を点灯させてもよい。この場合、
隣接する発光パネル部の照度は、発光パネル部１６の照度よりも低くしてもよい。
【００７５】
　また、「あっち、点灯」というフレーズが認識されたとすると、図１０（ｃ）に示され
るように、発光制御部５１は、音声の方向に存在する発光パネル部１６の反対側の発光パ
ネル部１４を点灯させる。この場合も、たとえば発光パネル部１４の左右に隣接する発光
パネル部１３，１５も低い照度で点灯してもよい。
【００７６】
　方向認識において、隣接する発光パネル部を点灯させるか否かは、ユーザが照射角度「
９０度、１８０度」などを指定することで、決定されてもよい。
【００７７】
　なお、本実施の形態では、音声による方向認識によって操作対象パネルを判定すること
としたが、その他にも、照明装置１にカメラ（図示せず）を搭載し、画像認識や、ジェス
チャー認識によって操作対象パネルを判定することもできる。
【００７８】
　以上説明したように、各実施の形態によれば、六面体である装置本体を手動で動かすこ
となく、各面を個別に点灯したり、全面を点灯したりすることができる。したがって、ユ
ーザの満足度を向上させることができる。
【００７９】
　また、ＬＥＤユニットが六面体の面ごとに設けられるため、発光源をＬＥＤとしても、
少ない個数で全方向点灯が可能となる。また、その結果、照明装置１の製造コストおよび
ランニングコストを抑えることができる。
【００８０】
　なお、上記各実施の形態では、外郭部１０は正六面体形状、すなわち立方体形状である
こととしたが、直方体形状であってもよい。あるいは、外郭部は、六面体以外の多面体形
状であってもよい。たとえば、図１１に示されるように、照明装置１は、正十二面体形状
の外郭部１０Ａを備えていてもよい。この場合、外郭部１０Ａは、１２個の発光パネル部
が組み合わされて構成される。
【００８１】
　また、各発光パネル部を点灯させる発光体は、ＬＥＤユニットであることとしたが限定
的ではなく、たとえば電球等であってもよい。
【００８２】
　また、装置本体の外郭部は、複数の発光パネル部が組み合わされて構成されることとし
たが、透光性を有するケーシングによって構成されてもよい。この場合、ＬＥＤユニット
は、多面体形状のケーシング内に、ケーシングの面ごとに設けられていればよい。
【００８３】
　また、照明装置は、スタンドタイプに限定されず、吊り下げて使用されてもよい。
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【００８４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００８５】
　１　多面体照明装置、１０，１０Ａ　外郭部、１１～１６　発光パネル部、１１ａ　基
板、１１ｂ　パネル、１７　枠体、２１～２６　ＬＥＤユニット、３１～３６　タッチセ
ンサ、４１　操作部、４２　照度センサ、４３　人感センサ、４４　音声入力部、５０　
制御装置、５１　発光制御部、５２　記憶部、５３　計時部、５４　音声認識部、５４Ａ
　音声認識部（方向認識部）、６０　データテーブル、９１　脚部、９２　土台部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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